
輪島市建設工事における合冊入札についての留意事項 

 

１ 適 用 

 この入札は、輪島市の発注する建設工事について、円滑で適正な施工を行うため、複数

の建設工事について入札行為を合冊し、一つの入札で同一の者に落札させるものである。 

 

２ 設計価格の算出等 

（１）この入札における設計価格は、各工事の設計金額の合計金額である。なお、各工事

間の経費の調整は行っていない。 

（２）この入札における予定価格は、各工事の予定価格の合計金額である。 

（３）この入札における最低制限価格は、各工事の最低制限価格の合計金額である。 

 

３ 入札金額 

 入札書に記載する入札金額は、各工事の見積金額の合計金額（消費税及び地方消費税を

含まない。）とする。 

 

４ 見積内訳書及び見積内訳書合計表 

（１）入札参加者は、各工事の工事費内訳書を作成するとともに、見積内訳書合計表を作

成し、入札時に添付しなければならない。 

（２）次のいずれかに該当する場合の入札書は無効とする。 

  ・工事費内訳書及び見積内訳書合計表の提出がない入札 

  ・工事費内訳書及び見積内訳書合計表に不備がある入札 

  ・入札金額と工事費内訳書合計表に記載された見積金額が異なる入札 

 

５ 配置技術者等 

 各工事に配置する主任技術者又は監理技術者は、同一の者が兼ねることができる。 

 

６ 落札者の決定 

 予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低の

価格をもって入札した者を落札者とする。 

 

７ 契約書の作成及び契約金額 

（１）契約書については、各工事それぞれに作成するものとする。 

（２）各工事の契約金額は、落札金額を各工事の設計金額の割合に応じて按分した金額に

消費税を加算した金額とする。 

 


